
登録事項等についての説朗（高齢者住まい法第17条関係）

2024年 7月 1日

登録事項等についての説明

貸主（甲） 住所 東京都品川区西五反田二丁目11番8号
氏名 株式会社学研ココファン
代表取締役森猛 印

代理人 所

名

住
氏 印

サービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約を締結するに当たり、高齢者の居住の安定確保に関す
る法律第17条に基づき、以下の事項について、書面を交付して説明します。

1.サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

（ふりがな）ごこふぁんあおばだい
...................................................................................... .....叡....•• • • ● ● ● ●,.....鼻．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．會•...,...... ............. ..................................

住宅の名称

ココファン青葉台

所在地
（住居表―)〒227-0034神奈川県横浜市青葉区桂台

ホ 2丁目 40-2 4 

． 1電車（東急田園都市線青葉台駅からバスで6分降車後、徒歩6分／または徒歩
で28分）

利用交通手段

● 2．その他（青葉台駅から車で8分）

住宅に関する
□ 1．所有権 ■2，賃借権 □ 3．使用貸借による権利

権原
期間 2022年 2月 1日から 2050年 1月 31日まで

施設に関する
D 1．所有権 ■ 2．賃借権 □ 3．使用貸借による権利

権原
期間 2022年 1日から 2050年2月 1月 31日まで

敷地に関する
□ 1．所有権 □ 2．地上権 ■ 3．賃借権 □ 4．使用貸借による権利

権原
期間 2022年 2月 1日から 2050年 1月 31日まで

（注）住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。



2.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

法人・個人の別 ■法人 口個人

（ふりがな）かぶしきがいしゃがつけんここふぁん

商号、名称
.......................................... ·······•................'•·••·......................... ••·•. •·•·· •····· ...... .、.............. ............. ... ....................................................................'........'....... •·•··. 

又は氏名
株式会社学研ココファン

（郵便番号 141-8420 ） 

住 所
（法人にあっ
ては 東京都品）1|区西五反田2-ll-8

主たる事務所
の所在地）

電話番号 03-6431-1860

法人の役員 別添 1 のとおり

（ふりがな）
.................................................................................................................. ..........................................................'......................... •·······"·'·····..................... .. 

商号、名称、又は氏名

法定代理人
住所（法

（郵便番号 ） 

（未成年の個
人

人にあっ

である場合）
ては主た
る事務所
の所在
地） 電話番号

法人の
別添 2 のとおり

役員

3.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

（ふりがな）かぶしきがいしゃがつけんここふぁん
..........................................................................................................................、.....,...........................................................................................*............. 

事務所の名称
株式会社学研ココファン

（郵便番号 141-8420 ） 

事務所の所在地 東京都品）1|区西五反田2-ll-8

電話番号 03-6431-1860



4.サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

住宅戸数 登録申請対象戸数 71 戸

居住部分の （最小） 27.28 吋

規模 （最大） 62. 20 m2  詳細については、別添 3 

共同利用設備 ■あり □なし
構造及び
設備 構造 鉄筋コンクリート 造 階数

竣工の年月 2013 年 8 月 31 日

■登録基準に適合している
加齢対応構造 ■エレベーターを備えている
等
■緊急通報装置を備えている

5.サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期
（居住の用に供する前である場合）

入居契約の別 ■賃貸借契約 □その他
入居契約が賃
貸借契約でな
い場合には、
その旨

終身賃貸事業
者の事業の認 口法第52条の認可を受けている
可

次の①又は②に該当する者である。

地上 3

のとおり

階建

①単身高齢者世帯
②高齢者＋同居者 （配偶者／ 60歳以上の親族／要介護認定又は要支援認定を受けてい

入居者の資格 ■る
60歳未満の親族／特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者）
（「高齢者」とは、 60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未
満の者をいう。）

入居契約の
別添入居契約書のとおり

内容

※以下は、入居の用に供する前である場合に限り記入すること。

I入居開始時期1 年 月 日から一

注）入居開始年は、西暦で記入すること。



6.サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭

サービスの種類 提供形態 提供の対価（概算・月額）

状況把握
■自ら 口委託

生活相談
約 39,809 円

高齢者生活支
食事の提供 口自ら ■委託 口提供しない 約 55,980 円 詳細について

援サーピス は、別添 4 
入浴等の介護 口自ら 口委託 ■提供しない 約 円 のとおり

調理等の家事 口自ら 口委託 ■提供しない 約 円

健康の維持増進 ■自ら 口委託 口提供しない 約 〇 円

その他 ■自ら 口委託 口提供しない 約 〇 円

家賃の （最低） 約 80,000 円
住戸ごとの内容は別添 のとおり

概算額
3 

（最高） 約 188,000 円

共益費の （最低） 約 19,000 円

概算額 （最高） 約 23,000 円

敷金の （最低） 約 160,000 円
家賃の 2. 0月分

概算額 （最高） 約 376,000 円

前払金※の
口あり ■なし

有無

家賃等の前払
（最低） 約 円 （最商） 約 円

金の概算額

家賃

家賃等の前払
金の算定の基
礎

サービス提供
の対価

返還額の
算定方法

家賃等の前払
金の返還債務

年 月 日まで
が消滅するま
での期間

家賃等の前払
金の返還額の （※原則として入居契約に定めた契約の始期を起算日とする。）

推移

口銀行による債務の保証 口信託会社等による元本補てん又は信託

前払金の保全 口保険事業者による保証保険
措置の内容

□その他 ） 



特定施設入居 口指定を受けている 介護保険事業所番号 （ ） 

者生活介護事
業所 ■指定を受けていない

地域密着型特 口指定を受けている 介護保険事業所番号 （ ） 
定施設入居者
生活介護事業 ■指定を受けていない所

介護予防特定 口指定を受けている 介護保険事業所番号 （ ） 

施設入居者生
活介護事業所 ■指定を受けていない

介獲サービス
（特定施設入居者生活介護事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所若しくは

情報
介護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けている場合には、別紙により、介護
保険法第115条の35第1項に規定する介護サービス情報を示す。）

9 -

※前払金とは、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を一括して受領する

場合をいう。

7.サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

管理の方式 ■自ら管理 口管理業務を委託

委託する業務
の内容
（契約事項）

管理業務の委託先

（ふりがな）

商号、名称
.................................................................................................................................................................................... 

又は氏名

（郵便番号 ） 

住 所
（法人にあっ
ては

主たる事務所
の所在地）

電話番号

修繕計画

計画策定の
口あり ■なし

有無

大規模修繕の 頃実施予定
実施予定

その他計画的
な修繕予定



8.サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設（該当する場合のみ）

施設の名称
提供されるサービス

事業所の場所
の概要 ． 同一の建築物内

デイサービスココファン青葉台 通所介護事業所 口 同一の敷地内

口 隣接する土地． 同一の建築物内
在宅医療おひさまクリニック 医療サービス 口 同一の敷地内

口 隣接する土地． 同一の建築物内
食事サーピス施設 食事の提供 口 同一の敷地内

口 隣接する土地． 同一の建築物内
学研ココファン青葉台ケアプラン

介艘認定申請、ケアプラン作成等 口 同一の敷地内
センター

口 隣接する土地． 同一の建築物内
学研ココファン青葉台ヘルパーセ 指定訪問介護サービス ・予防専門型訪問

口 同一の敷地内
ンター サービス

口 隣接する土地

9.高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力（該当する場合のみ）

連携又は協力の相手方

（ふりがな）

事業所の名称

（郵便番号 ‘,'’ 

事業所の所在地

電話番号

連携又は協力
の内容



1 0.登録の申請が基本方針（及び喬齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

基本方針及び横浜市の高齢者居住安定確保計画に沿って適切に運営いたします。

1,------------一----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上記につきまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条に基づく書面による説朗を受けました。

年月日

借主（乙） 住所

氏名



役員名簿

（ふりがな）1.........................................................................................、..,.,............-................................... 

氏名

こばやかわひとし・・-・・----................................................................................................................................... .. 
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別添 3 

住宅の規模並びに構造及び設備等

1.専用部分の規模並びに構造及び設備等

専用部分の 構造及び設備※
住戸数

住戸番号 月額家貨

住棟番号 床面積 ヽ 便 洗 浴 4 戸 収 （概算額）
元 （戸）

(nf) 備 所 面 室 所 納
（該当するものを全て記載） （円）

1 27.28 

゜゚゜゚゜゚
5 

108、110、212、213、 84,000 
215 

1 27.28 

゜゚゜゚゜゚
5 316~318、320,321 86,000 

201~203、205~208、

1 27.28 

゜゚゜゚゜゚
12 210、211、312、313、 88,000 

315 

1 27.28 

゜゚゜゚゜゚
1 311 92,000 

1 43.80 

゜゚゜゚゜゚
2 227、233 134,000 

l 45.90 

゜
。
゜゚゜゚

4 228、230~232 140,000 

1 46.67 

゜゚゜゚゜゚
4 237、238、240、241 141,000 

1 46.67 

゜゚゜゚゜゚
4 337、338、340、341 143,000 

1 48.80 

゜゚゜゚゜゚
1 222 2 

1 50. 08 

゜゚゜゚゜゚
2 226、235 153,000 



1 52.87 

゜゚゜゚゜゚
2 236、243 2 

1 52.87 

゜゚゜゚゜゚
2 336、343 161,000 

1 54. 56 

゜゚゜゚゜゚
5 301~303、305、306 170,000 

1 60.20 

゜゚゜゚゜゚
2 223、225 186,000 

1 62.20 

゜
0 

゜゚゜゚
1 333 188,000 

1 60.20 

゜゚゜゚゜゚
2 323、325 188,000 

1 50.08 

゜゚゜゚゜゚
1 326 155,000 

1 45.90 0 

゜゚゜゚゜
4 328、330~332 142,000 

1 43.80 

゜゚
。
゜゚゜

1 327 136,000 

1 27.28 

゜゚
0 

゜゚゜
2 111、112 80,000 

1 48.80 

゜゚゜゚゜゚
1 322 153,000 

1 54. 56 

゜゚゜゚゜゚
3 101、103、105 163,000 

1 27. 28 

゜
。
゜゚゜゚

4 216~218、220 80,000 

l 27.28 

゜゚゜゚゜゚
1 221 82,000 

注1)住戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載すること。

注2)設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。

※有りの場合は、 0、無しの場合はXを記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に0を記載するこ
と。



2.共同利用設備等

設備等 整備箇所数
合計床面積

整備箇所 想定利用戸数
備考

（点） （戸）

面和は脱衣所を

浴室 1 54.56 lF特別浴室
含む。

71 

食堂 1 207.64 lF食堂 71 

ラウンジ 3 198.46 IF、2F 71 

プレイ
1 62.40 1F 71 

）レーム

利用料1日当たり

ゲス ト 3,000円

Iレーム
1 46.67 lF 71 

注）整備箇所は、添付図面との対応関係を明確に記載すること。



I月IJ添4|

1.状況把握及び生活相談サーピスの内容
q H R し

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

委
（ふりがな）

託
商号、名 ........................................................................ ~...... .... ................. ..…•`................ . . . . ....、........ ..`.... . ...........9..9..........,. .... ............. ............................. . ..... ..... . ...... . ...... ... .、.. .. .. ...... ........ヽ •

称
す 叉は氏名
る
場
合 住 所 （郵便番号 ） 
の （法人に
委 あっては
託 主たる事
先 務所の所
在地） 電話番号

口医療法人 ■指定居宅介護支援事業者
サービスを提 □社会福祉法人 ■指定介護予防サーピス事業者
供する法人等

■指定居宅サービス事業者 口指定介護予防支援事業者の別

■指定地域密着型サービス事業者 □上記以外の法人等
口医師 人員 人 □社会福祉士 人員 人

サービスを提
■看護師 人員 2 人 ■介護支援専門員 人員 l 人

供する者の人 口准看護師 人員 人 口養成研修修了者 人員 人

数 ■介護福祉士 人員 2 人 ■上記以外の職員 人員 6 人

＾ ロ

計 人員 11 人

● 同一の敷地内 口憐接する土地

常駐する場所 近接する土地

口
（所在地： ） 

常駐する日 ■365日対応 〇次の期間を除く （ ） 

日中 ， 時
゜

ノ刀‘ ～ 18 時

゜
分 人員 1 人

常駐する時間 上記以
外の時 18 時

゜
分 • ， 時
゜
分 人員 l 人

間
食裳等での目視及び生活リズムセンサーによる確認

毎日 1回以上 毎日 1 回

の状況把握
サーピスの提 ロ入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問（近接す
供方法

る土地に常駐する場合のみ）



常駐する日

゜
時

゜
分 ～ 24 時

゜
分

提供時間
上記以外の日 D 24時間

緊急通報サー
生活リズムセンサー及び緊急通報装置

ピスの内容
通報方法

同建物内管理事務所
通報先 通報先から住宅までの剃着予定時間 5 刀/‘ 

サービス提供 月額 約 39,809 円 前払金の
の対価（概算

前払金 算定方法
額） 約

゜
円

生活支援サービス提供の対価は1人月額39,809fl:i 
2人入居の場合は55,523円

備考

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日間利用した場合の金額を記載すること。



2.食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する ■委託する

（ふりがな）かぶしきがいしゃぐり一んはうす
商号、名 ...........“....................,...............、.......,.,........・・・M..............................................*........................................................................................................................ -............................. 

称
又は氏名 株式会社グリーンハウス

委
託
住所 （郵便番号 163-1477 ） す

る
（法人に

場
あっては 東京都新宿区西新宿3-20-2
主たる事

合
務所の所

の
在地）

霞話番号 03-3379-1211
委
住所託 （郵便番号 163-1477 ） 

先
（法人に
あっては
本業務に 東京都新宿区西新宿3-20-2
係る事業
所の所在

電話番号 03-3379-1211
地）

食事提供を行 ■食堂
う場所

口各居住部分 口その他（ ） 

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法 内容 □ 3食 ●入居者が選択 口次の食事は提供しない（ ） 

調理等 ■厨房で調理 口配食サーピスを利用 口その他（ ） 

サービス提供
月額※ 約 55,980 円 内訳 朝食 514 円 昼食 514 F 夕食 838 円

の対価（概算
前払金 約

前払金の
額）

゜
円
算定方法

提供方法は、事前予約のため入居者が選択できる。

備考

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日間利用した場合の金額を記載すること。



3.入浴、排せつ、食事等の介護サーピスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口 委託する

（ふりがな）
商号、名 ..一........................-·••…••一..•一••........................ 鴫~．．．疇疇●囀●●●疇●●●●● ●●阜.......-~.......... ............,_,..................................*.....*.......事．．．．_.................................. ..........,............................••會..............  

称
又は氏名

委
託
住所 （郵便番号 ） す

る
（法人に

燐
あっては

A ロ
主たる事
務所の所

の
在地） 電話番号

委
託 住所 （郵便番号 ） 
先 （法人に
あっては
本業務に
係る事業
所の所在

電話番号地）

提供日 □365日対応 ロその他（ ） 

提供方法 ロ 入浴介護 口排せつ介護 口食事介護

内容

口その他 （ ） 

サービス提供 月額 約 円 前払金の
の対価（概岱
額） 前払金 約 円 箕定方法

備考



4.調理、洗濯、掃除等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口 委託する

（ふりがな）
商号、名 ．．．．．急9●場...,.........................,,,,.........................●● ● ● ●● ●骨●●●●●●●●●”"”.....、................,・・・・・・・・・・.................................,...,............................................................會鴫．．．．．．．．．．．．．．．．．．-・・・・・・・・...•.•"'••······"·" ...... 

称
又は氏名

委
託
住所 （郵便番号 ） す

る
（法人に

場
あっては

A 仁
主たる事
務所の所

の
在地） 電話番号

委
住所託 （郵便番号 ） 

先 （法人に
あっては
本業務に
係る事業
所の所在

電話番号
地）

提供日 □365 El対応 □その他（ ） 

提供方法 口調理 口洗濡 口掃除

内容

口その他 （ ） 

サーピス提供 月額 約 円 前払金の
の対価（概算

前払金 算定方法
額） 約 円

備考



5.健康の維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名 ....,...,"'····,●，.. ..~.••· ··· · · ······· . .. ........ .. ..... . . .......................... ........ ......................... ....................... ..4. ...... ................. ... . . .. .. .... . . ...... ......... 會.. ．．．．．．．．．ヽ•, ..... .... ........~•,. .......”"..... .... ..............."...................*・ •9• 
称
又は氏名

委
託
住所 （郵便番号 ） す

る
（法人に

場
あっては

＾ ロ

主たる事
務所の所

の
在地） 電話番号

委
託 住所 （郵便番号 ） 
先 （法人に
あっては
本業務に
係る事業
所の所在

電話番号地）

提供日 □365日対応 ■その他（週1日実施 ） 

提供方法 ●健康相談 口血圧等の測定 口定期検診 口通院等の付ぎ添い

内容

口その他 （ ） 

サービス提供 月額 約

゜
円 前払金の

の対価（概算
前払金 算定方法

額） 約

゜
円

健康相談費は、生活相談・状況把握費に含む。

備考



6.その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

| 
商号、名

（ふりがな）
....................................................…,......,.........̀........_..................疇....,..........,..,.,..,........"'..........................,.,.............,.、.................,,.......雷.....,.,....,....,..,...............,........,......,..

称

委
＇ 又は氏名

託住所
すア
る （法人k
場あっては
合主たる事
の 務所の所
委在地）

託住所
先 （法人に
あっては

（郵便番号

電話番号

（郵便番号

本業務に
係る事業
所の所在
地）

電話番号

提供日 1口 365日対応 ■その他（土曜、日曜を除く

提供方法 1日3回の送迎サービス

内容

詞`麟：I:： ` 員送迎サービス投は、生活相談 ・状況把握裳に含む。

備考

提供形態 ■サーピス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

I 
商号、名

（ふりがな） I 

............ .. .......... .... ● 贔• .....…................ .. ................ ... .................. 疇• 着 ．．．． ．.............. . .......... ......................... .... ............... .. ............................... ..... .●●ヽ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー・．．..............,

称

委
I 又は氏名

託住所
す一る （法人k
場あっては
合主たる事
の 務所の所

委在地） 一
託住所
先 （法人に
あっては

（郵便番号

電話番号

（郵便番号

本業務に
係る事業
所の所在
地）

電話番号



提供日 ● 365日対応 □その他（ ） 

提供方法 介護保険適用外のサーピス、冠婚葬祭や買い物の付き添いなど

内容

サービス提供 月額 約

゜
円 前払金の

の対価（概算
前払金 算定方法

額） 約

゜
円

学研ココファン宵葉台ヘルパーセンターと別途契約により、介護保険適用もしくは自贅の料金にて利用

できます。
｀自費の場合、生活援助： 10分 440円～ 身体介護：10分 624円～

備考



別紙1

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書

（「登録事項等についての説明」の補足）

作成日 令和6年7月1E

「1．サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地」について

開設年月日 平成25年10月1日

住宅の管理者氏名※1 秋間 賢司

電話番号／ FAX番号 045-507・7100 / 045・507-7119 

ホームページアドレス https://www.cocofump.co. jp/ 

※1 管理者を配置している場合に記入

「2 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者」について

FAX番号 03-6431-1864 

ホームページアドレス https://www.cocofump.co. jp/ 

資本金（基本財産） 9,000万円

主な出資者（出捐者）とその
株式会社学研ココファン(100%)

金額又は比率※2

設立年月日 平成20年 5月 15日

直近の事業収支決算額※3 （収益）20,055百万円 （費用）19,214百万円 （損益） 841百万円

会計監査人との契約 無．囲（新日本有限責任監査法人）

他の主な事業 福祉に関する運常、企画、調査、立案、及びコンサルタント

※2 出資（出捐）額の多い順に上位3者の氏名又は名称並びに各出資（出捐）額又は比率を記入。

※3 原則として、収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価十販売費及び一般管理費＋営業外費用、

損益は経常利益とする。

「3．サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所」について

FAX番号 103-6431-1864 

ホームページアドレス lhttps://www.cocofump.co.jp/ 

「4．サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備」について

建築基準法上の主要用途 寄宿舎 ． 共同住宅 ． 1有料老人ホームI ． その他

1耐火構遍 準耐火構造 . その他（
建築物の耐火構造

） 

消火器 無・囲

消防用設備等 自動火災報知設備 無•同
火災通報設備 無•履



スプリンクラー 無•同
防火管理者 無・困

防災計画 無・図

緊急通報装置等の種類及び設置箇所

各住居内に4ヶ所緊急通報ボタンを設置

（トイレ、寝室、浴室、洗面）

緊急通報装置等 緊急呼び出しがあった場合は、職員が現場に駆けつける

緊急連絡•安否確認 （セコム（株）とも連携）また人感センサーにより

緊急自動通報システム (12hで対応）を導入。

安否確認の方法・頻度等

24時間有人管理による見守り

「5．サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供す

る前である場合）」について

(1)入居契約の状況等

連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務を、極度額と して、

賃料、共益費及びサービス料金の8か月分相当額の範囲内で、入

居者と連帯して履行の責に任ずるものとする。

身元引受人等の条件及び義務 身元引受人は、入居者の病気、死亡等の場合に、事業者からの連

等※4 絡、相談等に応じるものとする。また年に一度、事業者と入居者

の生活及び健康の状況や身元引受についての確認の打合せを行な

うものとする。また、本契約が終了したときは、責任をもって乙

の身柄を引き取るものとする。

生活保護受給者の受入れ対応 I 薗 ・可
（事業者からの解約）

1．甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の

期間を定めて

当該義務の履行を催告したにもかかわらず、当該義務が履行されな

いときは、 1か月の予告期間を設けたのち、本契約を解除すること

ができる。

ー 第4条第 1項に規定する賃料支払義務
事業者又は入居者が入居契約

二 第5条第2項に規定する共益菩支払義務
を解除する場合の事由及び手

続等※5
三 第 8 条に規定する状況把握•生活相談サービス料金支払義務

四 前条第 1項後段に規定する費用負担義務

2.甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違

反により本契約を継続することが困難であると認められるに至っ

たときは、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができ

る。

ー 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務



二第 10条各項に規定する義務

三 その他本契約書に規定する乙の義務

3.甲は、乙が年齢を偽って入居資格を有すると誤認させるなどの不

正な行為によって本物件に入居したときは、何らの催告も要せずし

て、本契約を解除することができる。

4.甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、そ

の相手方は、

何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。

ー 第9条各号の確約に反する事実が判明した場合

二 契約締結後に自ら又は自らの役員が反社会的勢力に該当する

こととなった場合

5.甲は、乙が別表第1第六項から第八項までに掲げる行為を行った

場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができ

る。

6．甲は乙の行動が他の居住者の生命に危害を及ぼすおそれがあり、

かつ乙が自身で自立した生活を営むことができず、本契約又は乙が

介護事業所から直接受ける介護サービスの生活支援方法ではこれ

を防止することができず、本契約を将来にわたって継続することが

社会通念上著しく困難である場合、身元引受人及び乙は甲と協議の

上、建物賃貸借契約の解除を含めた適切な措置を謡じるものとす

る。

7．乙が賃貸借期間中に重度の要介護状態になり介護事業所から受

ける介護サービスの生活支援では自立した生活を継続することが

困難な場合、または重度の認知症になった場合、身元引受人及び乙

は甲と協厳の上、建物賃貸借契約の解除を含めた適切な措置を講じ

るものとする。

8．前2項の場合、甲は次の手続をおこなう。

ー 一定の観察期間を設ける。

二 主治医及び生活支援サービス担当スタッフ等のヒヤリングを

行う。

― 入居者本人の意思を確認する。
四 身元引受人と協議、意思を確認する。

五 契約解除時期については、身元引受人と協議の上決定する。

（入居者からの解約）

1．乙は、甲に対して少なくとも 1か月前に解約の申入れを行う

ことにより、本契約の契約期間中であっても、本契約を解除するこ

とができる。

2．前項の規定にかかわらず、乙は、解約の申入れの日から1か月の

賃料及び状況把握•生活相談サービス料金（本契約の解約後の

賃料相当額及び状況把握•生活相談サービス米斗金相当額を含む。）

を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して 1か月を経



過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。

自宅等 2人

社会福祉施設 1 1人

退去先別の人数 医療機関 4人

死亡者 1人

退前 その他 0人
去年

0人度者 ， ,.. 
の ...... 

事業者側の申し出 （解約事由の例）
状況 おけ

る

生前解約の状況 1 7人

入居者側の申し出
（解約事由の例）

身体状況変化から介護施設への転居、 サ高住

への転居、 自宅に転居。

体験入居の期間及び費用負担
直近の体験入居は実績なし

等

※4 入居契約書に身元引受人や後見人等の選任を定めている場合に記入

※5 入居契約の条項に沿って、 解除の事由及び手続、予告期間、前払金の返還時期等を正確に記入。

(2)入居状況等 （令和6年7月1日現在）

性別 男性 2 2人 女 性 6 2人

自 立 2 2人

（内訳） 要介護1 1 6人

要介護2 1 0人

入居者内訳 介護の 要介獲 3 2人 要介護3 5人

要否別 要介護4 1人

要介艘5 0人

要支援
（内訳） 要支援1 1 1人

3 0人
要支援2 1 9人

平均年齢 8 8歳 （男性 8 7歳、 女性 8 8歳）

注）介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により 、個人が特定される場合

には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。

「6．サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する

金銭」について

(1)運営に関すること

運営に関する方針

私たちは、 1人でも多くの高齢者の方が、安心して暮ら
し続けられるためのサービスを提供します。
私たちは、高齢者の尊厳を守り、 1人ひとりの心と身体
がより良い状態に向かう事を考え行動します。
私たちは、そこで暮らす人とのふれあいを通し｝＿学ぶ心



を持ち、人間的魅力を身につけて、それを発揮します。

季節イベントやご入居者の要望•関心に応じたイベント
サービスの提供内容に関する特色 を企画・実施する。またご入居者主催のサークル活動も

あれば支援する。

運営憩談会の開催状況 ※6 

（開催回数、設世者の役職員を除く参 未実施

加者数、主な議題等）

※6 運営懇談会を設置している場合は記入

(2)苦惰等の取り扱い

※事業所苦情対応担当

事業所長 秋間賢司

TEL 045 -507 -7100 (9 : 00~18 : 00) 

※株式会社学研ココファン

TEL 03-6431-1860 

苦情解決の体制 （相談窓口、責任者、連 Email co・soudan@cocofump.co.jp 

絡先、第三者機関の連絡先等） 施設及び本社で解決できない場合は行政窓口へ。

※行政窓口

横浜市健康福祉局高齢施設課

TEL 045-671-4117 

横浜市建築局住宅政策課

TEL 045-671-4121 

苦情・事故マニュアルに基づき、協力医療機関の指導の

もとに対応。 119番通報による医療機関への搬入を行う
事故発生時の対応（医療機関等との連
携、家族等への連絡雄・説明等） 1とともに、施設から家族への連絡を行う。また、事故に

ついての検証、今後の防止策を講じる

事故発生の防止のための指針 無 ．困

介護サービス等の提供にあたり、万が一事故が発生し

入居者の生命・ 身体•財産に損害が発生した場合は、

損害賠償（対応方針及び損害保険契約I地農・津波等の天災、戦争、暴動等及び入居者の故意
の概要等）

サービスの提供に伴う事故等が発生し

た場合の損害賠償保険等への加入

によるもの等を除き、速やかに入居者に対して損害の

賠償を行います。ただし、入居者側に過失がある場合

には賠償額を減ずる事があります。

無 ・固

I有の場合の保険名
（損害保険ジャパン日本興亜株式会社）



(3)医療

名 称 新緑ホームケアクリニック藤が丘

診療科目 内科一般

協力医療機関（又は嘱託医） 所在地 横浜市青葉区藤が丘1-37-1

の概要及び協力内容 距離及び所要時間 約12分

協力内容
医療にかかわる相談を受けた際の適切な

助言・指導

名 称

所在地
協力歯科医療機関

距離及び所要時間

協力内容

医師の判断を基本として協力医療機関、または入居者が希望する

入居者が医療を要する場合の
医療機関に置いて治療を受けるごとが出来る。

費用については、医療保険制度で支給される以外の費用は入居者
対応（入居者の意思確認、医

負担とする。
師の判断、医療機関の選定、

医師が入居者について入院が必要であると判断した場合は入居者
費用負担、長期に入院する場

及びご家族の意思を確認する。
合の対応等）

・入院期間中についても家賃、管理費、水光熱費、生活支援サー

ビス費は入居者の負担としてお支払いいただきます。

(4)職員体制

ア職種別の職員数等 （令和6年7月1日現在）

常勤換算後の 夜間蘭務眉負敷

粽員数 l濯諏 (17時～翌9待）
備 考

人数 （最少人数）
（資格・委託等）

管理者 1( ） 
介護職員初任者研

I~ 
修修了

生活相談員

介護職員初任者研

6 (6) 修修了

看護師

直接処遇職員 （ ） 
従業

者の
介護職員 （ ） 

内訳
看護職員 （ ） 

機能訓練指造員 （ ） 

理学療法士 V （ ） 

作業療法士 （ ） 

その他

／ 
（ ） 

計画作成担当者 （ ） 

医師 （ ） 



栄養士 （ ） 

調理員 （ ） 

事務職員 （ ） 

その他職員 1 3 ( 9) 1 

合 計 2 0 (1 5) 

介護に関わる軸員体制 ※7 以上

注1)職員数欄の（ ）内は、非常勤職員数で内数。

2)直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立者に対して

一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の人数

において、自立者対応の人数を内数で記入。

なお、特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

3)機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印をつ

けるとともに、兼務している職名を備考襴に記入。

4)備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計画作成担当

者の介護支援専門員資格等を記入。

5)状況把握等を行う職員を配置している場合は、生活相談員として記入

※7 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

イ 職員の状況

他の職務との兼務 l田あり 2 なし

国あり
管理者

兼務に係る l資格等の名称 I資格等
初任者研修修了

2 なし

看護職員 介護職員 生活相談員 その他職員

常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤

勤 勤 勤 勤

前年度1年間の
1 4 3 

採用者数

前年度1年間の

゜
2 1 

退職者数

麿胄
2 

たi テ
職← 1 2 2 
員従
の事
人し 2 2 1 
数経tc 
験
年

1 1 2 2 

数
に 10年以上

従業者の健康診断の実施状況 田あり 2 なし

非常
勤



ウ 要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制（特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、

記入不要）

前々年度の平均値 前年度の平均値※11 今年度の平均値※10

要支援者の人数

要介護者の人数

指定基準上の直接処遇職員の

人数※8

配置している直接処遇職員の

人数※9

要支援者・要介護者の

合計人数に対する配置

直接処遇職員の人数の割合

常勤換算方法の考え方※11 常勤職員の週勤務時間 時間で除して算出

介護識員早番 ～ 

日勤 ～ 

遅番 ～ 

夜勤 ～ 
従業者の勤務体制の概要

看護職員早番 ～ 

日勤 ～ 

遅番 ～ 

夜勤 ～ 

※8 常勤換算後の人数。

※9 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。

※10 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすることロ

※11 「前年度の平均値」及び「常勤換算方法」等については指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚生省令第37号）等の規定によること

工 状況把握（安否確認）および生活相談サービスに係る職員の資格取得状況

社会福祉士 人（ 人） 医師 人（ 人）

介護福祉土 1人（ 人） 看護師 3人（ 人）

介護支援専門員 人（ 人） 准看護師 人（ 人）

介護職員実務者研修修了者 人（ 人） 資格なし 人（ 人）

介護職員初任者研修修了者 5人（ 人）

注 1) 資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記入する。

他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。

注 2)介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護戟員初任者研修に含めて記入する。

(5)登録事項の情報開示



重要事項説明書の公開 囚公開（閲覧． I写し交付I)

入居希望者等
入居契約書の公開 国公開（閲覧． l写し交付I)

への 管理規程の公開 田 公開（閲覧． I写し交団 ）
情報開示

財務諸表の公開 1公開（閲覧．写し交付）

事業収支計画の公開 1公開（閲覧．写し交付）

(6)その他

横浜市サービス付

き高齢者向け住宅

＜適合していない事項がある場合の内容＞

整備運営指導指針

に適合していない
事項 ※12 

2非公開

2非公開

2非公開

回非公開

回非公開

※12 市の指針上適合していない事項について、指針の9~13に該当する運営面に関することを記述
すること。
なお、代替措置及び改善計画等は、別紙で明記することでも可

●特定施設入居者生活介護に関する事項（該当する場合のみ）

(1)介護を行う場所等

要介護時（認知症を含む）に

介護を行う場所

(2)住み替える場合の条件等

入 居室から一時介護室へ移

を居 る場合（判断基準・手続、追

住後 加費用の要否、居室利用権

みに の取扱い等）

替居

え室 従前の居室から別の居室

る又 ヘ住み替える場合（同上）

場は

合施 提携ホームヘ住み替える

号R几又
場合（同上）



(3)介獲保険に係る利用料

〇特定施設入居者生活介護 (1か月 30日の例）

区 分 月 額
利用者負担額

(1割の場合／2割の場合）

要介獲1 円 円／ 円

要介護2 円 円 l 円

要介護3 円 円 l 円

要介護4 円 円 l 円

要介護5 円 円 l 円

0各稲加算の状況
個別機能訓練加算 C無 ・有）
夜間看護体制加算 （無 ・有）

医療機関連携加算 （無・ 有）

看取り介護加算 （無 ・有）

認知症専門ケア加算 （無・ 有）
(I) 
(II) 

(I)イ

介聰保険に係る利用料 サービス提供体制強化加算 （無・有）
(I)ロ
(II) 

（適用を受ける場合は、 (m) 

市区町村から交付され I 

る 「介護保険負担割合 介護職員処遇改善加算 （無・ 有）
II 

証」に記載された利用
m 

IV 
者負担の割合に応じた

額）※13 0介護予防特定施設入居者生活介護 (1か月 30日の例）

区分 月 額
利用者負担額(1割の場合/2割の場

合）

要支援1 円 円／ 円

要支援2 円 円 l 円

0各種加算の状況
個別機能訓練加算 （無 ・有）

医療機関連携加算 （無・ 有）

認知症専門ケア加算 （無・有）
(I) 
(II) 

(I)イ

サービス提供体制強化加算 （無・ 有）
(I)ロ

(II) 

(ill) 

I 

介獲職員処遇改善加算 （無・ 有）
II 

m 

IV 

短期利用の設定（短期利

用特定施設入居者生活 無・有

介艘の届出がある）※14

※13 月額は、個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算、認知症専門ケア加算、

サービス提供体制強化加算及ぴ介謡職員処遇改善加算を含めて記入する。



※14 短期利用特定施設入居者生活介護の届出がある場合には添付苔類の別添2を添付する。

〇添付書類：別添1 「サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表J

別添2 「短期利用のサービス等の概要」（設定がある場合のみ）



別紙2 サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表

-------- ヽJ
特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定 （有・(5)

区 分 自 立 要支援1~2 要介護1~5

介護予防特定施設入居者 特定施設入届者生活介護

提供サービスの別
利用料金に含まれる

その都度微収するサービス
生活介謹により提供され

その都度徴収するサービス
により提供されるサービ

その都度徴収するサーピス
サービス るサービス、又は、利用 ス、又は、利用料金に含

料金に含まれるサービス まれるサービス

サーピスの提供内容等 提供方法〔回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数奪） 金額（単lili) 提供方法（回数等） 提供方法（回数等）

9．介護サーピス

①巡回

・居間 9時～18時 存命・熙 都度 都度 都度

・夜問 18時～9時 ・右 ・熙 都度 都度 都度

R食宰介助 有・無 10分 624円 10分 624円 l0分

R排泄

・排泄介助 有）・無 10分 624JII 10分 624円 10分

•おむつ交換 ：初・無 10分 624円 10分 624円 10分

• おむつ代 ：手）・無 都度 実費 都度 実費 都度

④入i谷等

．渚拭 か・無 10分 624fll 10分 624円 10分

・一般浴介助 '.有・無 10分 624円 10分 624Pl 10分

• 特浴介助 （右）・無 10分 624F9 JO分 624円 10分

⑤身辺介助

・体位交換 麟 JO分 624円 10分 624f'l IO分

・居室からの移動 10分 624円 10分 624f'l 10分

・衣類の者脱 戸 10分 624F'l 10分 624円 10分

・身だしなみ介助 :m.無 10分 624円 10分 624円 10分

⑥機能訓練 有←躾

⑦通院0)介助 ゴ肴・無 10分 624円 10分 624円 10分

R繁急時対応

・ナースコール （右）・照 24時IItl対応 2•1時,,り対応 24時間対応

2．生活サービス

①家半

・消捐 有・無 10分 440円 10分 440円 10分

・洗泄 祠辺・無 JO分 440円 10分 440fIJ 10分

②居室配膳・下膳 】0分 440円 10分 440円 10分

R理美容 有l• 熊 都度 実費 都度 実貨 都度

④代行

・買物 ［有・無 10分 440円 10分 440円 10分

・役所手続 有（蛉

3．健康管理サービス
．饉康診断 布（怜

・健康相談 ［有］・無 都度 都度 都度

• 生活指導 有｛熙

• llf師の往診 有G匂
4．入退院時．入院中のサービス

・区療費 有 （特 II—
I― 

・移送サービス 有＜、蛉l- l-
I― 

5 その他サーピス
打（悪 一 l-

tl:l) |:1,•I：・・炭)<IJ, l~2・幻介，漁 1~ 5を区分したJ.1.¥合は8区分となるが、提供サービス内容が同じである場合等1:t、適宜、社数の区分をまとめることとして投し支えない．
iL2) fり叫 サーピx(l)別」の「石i1i1料金」とは、 1iij払金およびJ1叩 lIIl]料を指す．なお、特足施設人AI：者生活介護（介護予防を含む）の指定を受けていない場合は、痰支援・淡介護の刷は、 「利用材金に含まれるサーピ7.Jとすること＂
113)各サーピスごとに従f几方法 (lUI故吟）及び金紺i (i~III負担等）を明示すること。
粒l) l.9記のサービス1il1以外に、 サーピス提飢の状況怜に応じ，適i,:、fil1の順J怜の変夏、 ,jj11の辿）JII等をわって差し支えない．
ii.5) 「その他サーピメ」梱は、 I ・記以外のサーピスを必製に応じて,l~人するこ と 、3

金額（単価）

624円

624円

624円

実費

624円

624円

624円

624円

624Pl 

624円

624円

624円

440円

440円

440F9 

実費

440円

II 


